
(1003)

第
一
章

前

論

第
一
節

序

本
稿
の
目
的
な
ら
び
に
研
究
史
を
か
え
り
み
て

わ
が
国
の
歴
史
の
中
に
、
多
義
的
で
分
か
り
に
く
い

｢

公
儀｣

と
い
う
言
葉
が
あ
る

(

１)

。
一
四
世
紀
の

『

太
平
記』

(

巻
第
十
二
他)

に
早
い
使
用
例
が
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
示
す
概
念
た
る
や
、
た
だ
、
お
お
や
け
ご
と
、
な
い
し
何
等
か
の
公
的
存
在
或
い
は
朝
廷

の
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
時
代
を
経
て
、
室
町
後
期
戦
国
時
代
に
は
、
漸
く
領
域
一
円
を
支
配
す
る
超
越
的
且
つ
公
権
的
な
権
力

或
い
は
権
力
者
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
織
豊
を
経
て
徳
川
時
代
に
入
っ
て
、
更
に
一
層
の
変
化
を
遂
げ
、
法
的
組
織
的
な
公
儀

ひ
い
て
は
将
軍
権
力
な
い
し
幕
府
そ
の
も
の
の
意
味
に
な
る
、
と
い
う
具
合
に
、
変
遷
を
辿
っ
て
来
て
い
る
こ
と
が
一
般
の
理
解
に

な
っ
て
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
歴
史
用
語
の
常
と
し
て
、
た
だ

｢

公
儀｣
と
い
っ
て
も
、
そ
の
概
念
は
非
常
に
広
い
意
味
を
包
み

込
む
こ
と
に
な
る
。
試
み
に
、
定
評
の
あ
る

『

国
史
大
辞
典』

５

(

昭
和
六
〇
年
、
吉
川
弘
文
館)

で

｢

公
儀｣

を
引
い
て
み
る
と
、
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(1004)

見
出
し
項
目
と
し
て
は
記
載
が
な
く
、『

同』

15
上
補
遺

(

平
成
八
年
、
同)

で
始
め
て
見
出
し
項
目
と
し
て

｢

公
儀｣

が
採
録
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
に
於
け
る
中
・
近
世
の
支
配
権
力
に
関
す
る
研
究
の
深
化
に
つ
れ
て
、｢

公
儀｣

と
い
う
も
の

の
意
味
内
容
が
、
こ
こ
し
ば
ら
く
の
間
に
漸
く
定
ま
っ
て
来
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
述
の
如
く
、
近
年
か
な
り
の
数

の
研
究
業
績
が
中
世
・
近
世
の
両
側
の
研
究
者
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
来
て
は
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
研
究
の
余
地
が
残
さ
れ
て
お
り
、

従
来
の
研
究
と
は
ま
た
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。｢

公
儀｣

の
意
味
内
容
を
一
層
詳
し
く
多
面

的
に
検
討
す
る
の
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
、
広
く

｢

公
儀｣

と
い
う
も
の
を
考
察
し
た
後
、
超
越
的
公
権
力

の
成
立
と
い
う
意
味
で
、
画
期
的
と
い
え
る
戦
国
期
の

｢

公
儀｣

に
的
を
絞
り
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
又
ど
の
よ

う
な
法
的
内
容
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
一
端
で
も
明
ら
か
に
出
来
な
い
か
と
思
い
、
戦
国
期
に
お
け
る

｢

公
儀｣

に
対
し

て
、
法
制
史
的
考
察
を
些
か
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
国
期
の
公
権
力
の
成
立
期
に
お
け
る

｢

公
儀｣

の
い
わ
ば
法
的
性
質
を
探
る

こ
と
が
本
稿
全
体
の
目
的
で
あ
り
、
本
稿

(
一)

は
そ
の
準
備
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

(

２)

そ
れ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
研
究
史
と
あ
ら
た
ま
る
程
の
も
の
で
も
な
い
が
、
戦
国
期
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
広
く
戦
国
期
に
関
係
す

る
近
世
に
亘
っ
て
も

｢

公
儀｣

に
力
点
を
置
い
て
触
れ
た
研
究
者
を
管
見
の
範
囲
で
挙
げ
て
み
る
と
、
石
母
田
正
、
永
原
慶
二
、
藤

木
久
志
、
勝
俣
鎮
夫
、
及
び
久
保
健
一
郎
の
各
氏
が
、
中
世
の
側

(

３)

か
ら
思
い
浮
か
び
、
近
世
の
側

(

４)

か
ら
は
、
朝
尾
直
弘
、
深
谷
克
己
、

佐
々
木
潤
之
介
、
高
木
昭
作
、
藤
井
譲
治
の
各
氏
は
動
か
せ
な
い
と
こ
ろ
か
。
た
だ
、
各
氏
の
研
究
業
績
に
つ
い
て
細
か
く
、
紹
介

・
論
評
出
来
る
準
備
も
紙
数
も
な
い
の
で
、
き
わ
め
て
大
雑
把
な
い
い
方
を
、
許
し
て
戴
く
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
概
観
し
た
と
こ
ろ

い
ず
れ
の
業
績
に
お
い
て
も
、
ま
こ
と
に
精
緻
に
、
中
世
側
は
戦
国
期
の

｢

公
儀｣

の
生
成
さ
れ
て
来
る
領
国
の
政
治
経
済
的
、
社

会
的
背
景
に
深
く
分
け
入
っ
て
、
そ
の
本
質
に
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
し
、
近
世
側
は
、
織
豊
を
経
て
徳
川
期
に
は
い
り
、

｢

公
儀｣

が
変
質
・
確
立
す
る
過
程
及
び
そ
の
内
容
の
吟
味
を
可
能
な
限
り
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
理
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
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る
。
し
か
し
な
が
ら
、｢

公
儀｣

と
い
う
も
の
に
は
、
や
は
り
法
制
史
的
な
面
か
ら
の
考
察
も
十
分
に
加
え
る
こ
と
が
肝
要
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
察
こ
そ
、
前
述
し
た
多
面
的
な

｢

公
儀｣

検
討
の
中
核
に
な
り
得
る
筈
で
あ
る
と
考
え
、
そ

の
試
み
を
行
っ
て
み
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
先
ず
、｢

公
儀｣

権
力
の
生
成
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
般
に
権
力

と
い
う
も
の
が
私
力
か
ら
公
権
力
と
し
て
確
立
し
て
行
く
過
程
か
ら
、
考
察
を
始
め
る
の
が
筋
道
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
参
考
と
し

て
、
次
節
以
降
、
有
名
な
一
冊
の
古
典
を
見
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

第
二
節

穂
積
陳
重

『
復
讐
と
法
律』

に
つ
い
て

私
力
か
ら
公
権
力
の
確
立
へ
の
過
程
、
即
ち
権
力
と
い
う
も
の
の
生
成
・
発
展
・
確
立
の
進
化
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
逸
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
に
、
法
制
史
的
業
績
の
古
典
と
い
っ
て
も
よ
い
、
明
治
か
ら
大
正
一
杯
活
躍
し
た
穂
積
陳
重
博
士
の

『

復

讐
と
法
律』

と
い
う
一
冊
の
著
作
が
あ
る

(
大
正
一
五
年
の
没
後
、
子
息
重
遠
博
士
等
が
、
こ
の
表
題
の
も
と
に
陳
重
博
士
の

｢

法

律
進
化
論｣

と
し
て
ま
と
め
得
る
と
推
測
し
、
各
題
目
も
ま
た
推
測
に
よ
っ
て
付
し
た
四
点
の
遺
稿
、
即
ち
本
著
作
名
に
も
採
用
し

た
、
同
名
の

｢

復
讐
と
法
律｣

と
い
う
題
目
の
主
要
な

(

序
に
よ
る
。)

第
二
論
文
の
他
に
三
点
の
論
文
が
こ
の
著
作
に
は
収
め
ら

れ
て
い
る
。
第
一
論
文
は
講
演
の
手
控
え
と
聴
講
者
の
筆
記
、
第
二
か
ら
付
録
の
第
四
迄
は
著
作
の
草
稿
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
基

本
的
に
は
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
整
理
・
編
集
さ
れ
、
穂
積
陳
重
著

『

法
律
進
化
論
叢
第
四
冊

復
讐
と
法
律』

の
表

題
で
昭
和
六
年
三
月
穂
積
将
学
財
団
出
版
・
発
行
所
岩
波
書
店
、
と
一
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
後
、
一
九
八
二
年
四
月
に

『

復
讐
と
法
律』

と
い
う
同
じ
表
題
で
、
元
本
か
ら
内
容
目
次
だ
け
は
省
か
れ
た
が
、
表
記
が
新
し
く
改
め
ら
れ
た
岩
波
文
庫

(

三

三－

一
四
七－

三)

が
発
行
さ
れ
た
。
な
お
、
本
書
の
整
理
・
編
集
の
経
緯
等
詳
細
は
、
重
遠
博
士
に
よ
る
序
に
詳
し
い
。
文
庫
版

に
は
、
杉
山
晴
康
博
士
の
行
き
届
い
た
注
・
解
説
が
付
く
。
本
文
の
仮
名
ル
ビ
は
文
庫
版
か
ら
、
他
の
傍
点
は
元
本
か
ら
付
い
て
い

わが戦国期の｢公儀｣についての一試論 (一)
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た
も
の
で
あ
る
。
本
文
引
用
は
文
庫
版
に
よ
る
。)

。
未
定
稿
な
の
で
、
必
ず
し
も
熟
成
の
成
果
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
こ
の

古
典
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
を
究
め
る
上
で
、
極
め
て
示
唆
に
富
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
博
士
の
考
察
の
跡

を
可
能
な
限
り
忠
実
に
フ
ォ
ロ
ー
し
た
い
た
め
、
本
書
か
ら
の
引
用
が
長
く
な
る
が
、
ご
寛
恕
を
請
う
。
さ
て
、(『

復
讐
と
法
律』

の
う
ち
、
同
名
の
第
二
論
文
の
前
に

｢

法
の
起
原
に
関
す
る
私
力
公
権
化
の
作
用｣

と
い
う
第
一
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
の

方
は
、
講
演
用
の
メ
モ
と
し
て
要
点
を
簡
潔
に
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
論
文
に
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
第
三
節
復
讐
禁
止
時
代

と
い
う
の
が
欠
け
て
い
る
し
、
第
一
論
文
に
は
僅
か
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
民
事
法
の
起
原
は

｢

差
押
は
民
事
法
の
起
原

な
り｣

の
題
目
で
、
第
三
論
文
と
し
て
独
立
し
て
い
る
。
遺
稿
は
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
引
用
は
大
綱
を
述
べ
た
ら
し
く
、

一
応
揃
っ
た
第
一
論
文
を
主
と
し
な
が
ら
も
、
必
要
と
思
わ
れ
る
と
き
に
限
り
未
完
成
な
が
ら
、
よ
り
詳
し
い
第
二
、
三
の
各
論
文

か
ら
行
う
こ
と
に
す
る
。)

次
節
の
通
り
第
一
論
文
第
一
章

｢

緒
論｣

に
お
い
て
、
ま
ず
本
論
文
の
目
的
を
述
べ
た
後
、
法
の
起
源

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
説
明
を
始
め
て
い
る
。

第
三
節

同

『

復
讐
と
法
律』

第
一
論
文

法
の
起
源

｢

私
が
多
年
研
究
致
し
て
い
る
法
律
進
化
論
の
一
節
た
る
、
法
の
起
原
に
関
す
る
私
力
公
権
化
の
作
用
即
ち
個
体
力
の
集
中
転
化

し
て
法
律
と
な
る
径
路
を
、
復
讐
な
る
事
実
に
よ
っ
て
説
明
し
て
見
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。(

中
略

『

法
の
起
原
に
関
す
る
私

力
公
権
化
の
作
用』

と
い
う
の
が
、
講
演
会
の
題
目
で
あ
る
。

筆
者
注)

お
よ
そ
人
類
の
進
歩
、
文
化
の
発
展
、
広
く
言
え
ば

万
有
の
存
在
、
進
化
は
、
個
体
と
総
体
と
の
調
和
即
ち
有
機
的
合
化
で
あ
る
。
こ
れ
を
人
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
個
人
と
社
会
と

の
調
和
一
致
で
あ
り
、
こ
れ
を
力
よ
り
い
う
な
ら
ば
、
個
体
力
と
社
会
力
と

私
力
と
公
権
力
と

の
調
和
一
致
で
あ
り
、
こ

れ
を
哲
学
的
に
い
う
と
き
は
自
我
と
大
我
と
の
一
致
が
人
類
の
進
歩
ま
た
は
そ
の
文
化
の
発
展
と
な
る
の
で
あ
る
。
多
衆
相
聚

あ
つ
ま
っ
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て
互
助
共
存
す
る
は
人
類
の
本
性
で
あ
る
。(

中
略)

相
助
け
、
相
合
し
、
社
会
と
調
和
し
つ
つ
あ
る
に
よ
り
て
始
め
て
生
存
し
、

発
達
し
、
進
歩
し
得
る
の
で
あ
る
。(

中
略)

人
類
文
化
の
上
進
は
合
同
に
あ
る
。
両
性
相
合
し
て
夫
婦
あ
り
、
夫
婦
あ
っ
て
親
子
あ
り
、
夫
婦
親
子
あ
っ
て
一
家
あ
り
、
同
一

血
統
者
相
集
っ
て
一
族
あ
り
、
多
数
族
相
結
び
相
合
し
て
一
国
家
を
成
す
。
斯か

く

の
如
く
に
し
て
、
人
類
は
団
結
に
よ
り
、
分
業
協
力

に
よ
っ
て
、
そ
の
精
神
的
及
び
物
質
的
文
化
を
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
立
憲
政
体
の
如
き
も
、
個
人
合
化
の
一
現
象
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
国
際
法
の
如
き
も
、
従
来
国
家
単
位
な
り
し
も
の
が
、
世
界
戦
争
の
結
果
と
し
て
、
今
後
は
か
え
っ
て
国
家
聯
合
が
単

位
を
な
す
に
至
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
畢ひ

っ

竟
き
ょ
う

文
明
と
は
個
性
と
合
同
性
と
の
同
化
で
あ
り
、
個
体
の
社
会
化
で
あ
る
。

法
の
起
原
及
び
法
の
実
質
も
畢
竟
こ
の
個
体
と
総
体
と
の
調
和
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
他
言
を
以
て
い
え
ば
、
法
は
個
人
の
力

が
社
会
力
に
同
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
個
体
力
の
社
会
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
力
の
公
権
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
多
年
法

律
進
化
の
理
法
に
照
し
て
こ
の
原
則
を
確
め
よ
う
と
研
究
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
す
る
事
例
は
す
こ
ぶ
る
多
い
。
民

事
法
に
お
け
る
差
押
の
如
き
、
刑
事
法
に
お
け
る
復
讐
の
如
き
は
、
そ
の
最
も
顕け

ん

著ち
ょ

な
る
例
証
で
あ
る
。

(

５)｣

以
上
、
要
す
る
に
法
の
起
源
・
実
質
は
私
力
の
公
権
力
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
公
権
力
化
す
る
径
路
の
顕
著

な
例
と
し
て
、
復
讐
な
ら
び
に
差
押
な
る
も
の
を
挙
げ
、
先
ず
径
路
の
全
体
を
俯
瞰
し
て
い
る
。
続
い
て
、
第
二
章

｢

復
讐
の
基
礎

観
念｣

で
は
、
い
よ
い
よ
そ
の
復
讐
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
次
節
に
示
す
よ
う
に
そ
の
基
礎
観
念
・
本
質
か
ら
考
察
を
始
め
て
い
る
。

第
四
節

同

『

復
讐
と
法
律』

第
一
、
二
論
文

復
讐
の
基
礎
観
念
・
本
質

｢

お
よ
そ
生
物
に
は
そ
の
種
族
的
存
在
を
害
す
る
攻
撃
に
対
す
る
反
撃
を
な
す
の
性
質
が
あ
る
。
こ
れ
は
生
物
の
自
保
性
に
出い

ず

る
も
の
で
あ
る
。
蜂
が
そ
の
巣
を
毀こ

ぼ

つ
者
を
螫さ

し
、
猛
獣
毒
蛇
が
己
を
攻
撃
す
る
も
の
を
反は
ん

噬ぜ
い

す
る
が
如
き
は
即
ち
こ
れ
で
あ
っ
て
、
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い
わ
ゆ
る
復
讐
で
あ
る
。(

中
略)

こ
の
性
質
が
あ
る
か
ら
、
人
類
の
如
き
も
そ
の
生
存
を
維
持
し
、
向
上
し
、
発
展
し
得
る
も
の

で
あ
る
。

斯か
く

の
如
く
、
復
讐
は
種
族
的
存
在
を
害
す
る
他
の
攻
撃
に
対
す
る
反
撃
で
あ
る
が
、
単
に
本
能
的
に
急
迫
せ
る
危
害
を
撃
退
す
る

に
止

と
ど
ま
ら
ず
、
過
去
の
迫
害
に
対
し
て
も
こ
れ
を
反
撃
し
、
己
に
苦
痛
を
与
え
た
る
者
に
同
種
の
苦
痛
を
与
え
て
、
自
己
の
憤
怨
を
慰、

藉、
し
、
ま
た
他
の
鑑、
戒、
と
も
な
っ
て
、
種
族
相
助
け
、
相
合
し
、
相
戒
め
て
、
自
保
自
衛
す
る
の
方
便
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(

中
略)

も
し
こ
の
防
衛
作
用
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
原
始
社
会
に
お
い
て
該
種
族
は
遂
に
滅
亡
す
る
の
結
果
を
来
し
た
で
あ
ろ
う
。

実
に
復
讐
は
こ
の
反
撃
性
よ
り
発
生
し
た
る
種
族
保
存
の
基
本
的
美
徳
で
あ
る
か
ら
、(

以
下

内
筆
者
略
記)

蘆ろ

東と
う

山ざ
ん

・
丘

き
ゅ
う

濬し
ゅ
ん・
胡こ

寅い
ん

・
ヘ
ー
ゲ
ル
・
カ
ン
ト
な
ど
の
先
哲
後
賢
も
所
論
揆
を
一
に
し
て
、
復
讐
に
理
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

。

此か
く

の
如
く
、
復
讐
は
人
類
の
種
族
保
存
性
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
現
象
は
人
類
の
一
般
的
現
象
で
あ
る
。
故
に
、
国
家

の
組
織
が
整
備
し
、
団
体
の
公
力
を
以
て
団
体
組
成
員
の
存
在
及
び
発
達
を
保
障
し
得
る
に
至
る
ま
で
は
、
い
ず
れ
の
社
会
に
お
い

て
も
こ
の
復
讐
な
る
現
象
は
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、(

中
略)

社
会
的
進
化
の
径
路
に
お
い
て
現
れ
る
現
象
で
あ
る
。

(

６)｣

以
上
そ
の
一
部
を
引
用
し
た
第
一
論
文
は
講
演
の
手
控
え
を
も
と
に
、
後
人
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
講
演
以
後
に
博

士
が
成
稿
し
た
と
推
測
し
得
る
第
二
論
文
は
、
未
定
稿
と
は
い
え
、
も
と
も
と
論
稿
で
あ
っ
た
為
か
第
一
論
文
よ
り
一
層
詳
し
く
緻

密
な
表
現
で
あ
り
、
ま
と
ま
っ
て
い
て
分
か
り
や
す
い
の
で
、
こ
ち
ら
の
方
も
内
容
的
に
は
重
複
す
る
が
、
次
に
引
用
し
て
お
き
た

い
。
対
応
個
所
で
あ
る
第
二
論
文
の
第
二
章
で
は
、
復
讐
の
本
質
と
い
う
主
題
の
も
と
に
、
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。

｢

復。
讐。
は。
人。
類。
の。
自。
保。
性。
に。
起。
因。
す。
る。
反。
撥。
作。
用。
に、
し、
て、
、
人、
類、
が、
文、
化、
高、
級、
の、
域、
に、
達、
し、
、
そ、
の、
国、
家、
的、
生、
活、
の、
組、
織、
整、
備、
す、

る、
に、
至、
る、
ま、
で、
は、
、
実、
に、
そ、
の、
存、
在、
発、
展、
の、
一、
要、
件、
た、
り、
し、
な、
り、
。
復。
習。
は。
存。
在。
を。
害。
す。
る。
刺。
戟。
に。
対。
す。
る。
反。
撃。
に。
し。
て。
、
高。
等。
生。

物。
通。
有。
の。
稟。
性。
に。
起。
因。
す。
る。
自。
衛。
作。
用。
な。
り。
。(

中
略)

原
始
社
会
に
お
い
て
、
己
の
生
命
を
保
ち
、
己
の
身
体
を
全
う
し
、
己
の
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衣
食
住
を
得
る
は
、
独、
り、
自、
助、
の、
法、
あ、
る、
の、
み、
。
社
会
力
に
よ
り
て
各
人
の
生
存
を
防
護
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
場
合
に
お
い
て
、
生

命
・
身
体
・
名
誉
・
自
由
・
財
産
を
保
有
す
る
は
、
自
力
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
自
明
の
理
な
り
。
而し

か

し
て
、
自、
助、
の、
法、
則、
は、
、

現、
行、
の、
侵、
害、
に、
対、
し、
て、
は、
実、
力、
反、
撥、
に、
よ、
る、
の、
他、
に、
途、
無、
く、
、
将、
来、
に、
お、
け、
る、
侵、
害、
に、
対、
し、
て、
は、
、
他、
人、
の、
心、
裏、
に、
恐、
怖、
警、
戒、
の、
念、

を、
生、
ぜ、
し、
む、
る、
に、
如、
く、
は、
無、
し、
。(

中
略)

復
讐
は
既
発
の
侵
害
に
対
し
て
は
報
復
た
り
と
い
え
ど
も
、
未
発
の
侵
害
に
対
し
て
は

予
防
と
な
り
、
原
始
的
生
存
競
争
場
裏
に
お
い
て
は
、
個
体
及
び
団
体
の
存
続
発
達
に
最
も
必
要
な
る
作
用
に
属
す
る
も
の
と
す
。

こ
れ
い
ず
れ
の
社
会
に
お
い
て
も
、
国
権
の
機
関
備
わ
り
、
そ
の
作
用
に
よ
り
て
個
人
の
自
衛
的
制
裁
を
吸
収
す
る
に
至
る
ま
で
は
、

復
讐
を
以
て
美。
徳。
と
し
、
君、
主、
・
父、
母、
・
兄、
弟、
・
朋、
友、
に、
対、
す、
る、
至。
大。
の。
義。
務。
な
り
と
し
た
る
所
以

ゆ
え
ん

な
り
。
ヘ
ル
マ
ン
・
ポ
ス
ト
も

復
讐
を
存
在
競
争
の
一
現
象
と
観
た
る
も
の
の
如
し
。
彼
は
復
讐
観
念
の
基
礎
を
論
じ
て
曰
く
、『(

中
略)

復
讐
の
念
は
、
独
り
人

類
に
限
り
こ
れ
を
有
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
、
劣
等
動
物
も
ま
た
こ
れ
を
有
す
る
を
以
て
観
れ
ば
、
蓋け

だ

し
復
讐
は
宇。
宙。
の。
一。
般。
法。
則。

が。
世。
界。
的。
・
有。
機。
的。
に。
発。
現。
し。
た。
る。
も。
の。
に。
し。
て。
、
人。
類。
が。
宇。
宙。
に。
お。
い。
て。
個。
体。
と。
し。
て。
存。
す。
る。
が。
た。
め。
に。
こ。
の。
法。
則。
に。
支。
配。
せ。
ら。

る。
る。
も。
の。
な。
り。
。
す
べ
て
宇
宙
に
お
け
る
個
体
は
、
そ
の
個
性
を
維
持
せ
ん
と
す
る
性
質
を
具
う
る
も
の
な
る
を
以
て
、
復
讐
行
為

の
本
質
は
一
の
宇
宙
的
個
体
が
他
の
個
体
に
対
し
て
完
全
に
そ
の
個
性
を
維
持
せ
ん
と
す
る
の
作
用
に
外
な
ら
ず』

と
。(

中
略)

復
讐
は
法
治
以
前
も
し
く
は
法
治
の
初
期
に
お
け
る
普。
遍。
現。
象。
に
し
て
、
文
明
諸
国
に
お
い
て
は
そ
の
過
去
に
お
い
て
、
半
開
以
下

の
諸
民
族
に
お
い
て
は
そ
の
現
在
に
お
い
て
存
在
し
、
人
類
共
同
生
活
の
発
達
史
上
の
初
期
に
お
い
て
必
ら
ず
一
た
び
は
経
過
せ
ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
社
会
進
化
の
径
路
に
当
る
も
の
な
り｣

(

７)

以
上
の
引
用
は
些
か
長
き
に
過
ぎ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
博
士
の
緻
密
な
考
察
に
よ
り
、
復
讐
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
全

面
的
な
理
解
を
為
し
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
続
く
第
二
論
文
の
第
三
章

｢
復
讐
の
沿
革｣

で
は
、
復
讐
と
い
う
社
会
現
象
に
つ

い
て
私
力
が
公
権
化
し
て
行
く
径
路
を
解
説
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
復
讐
の
沿
革
を
述
べ
て
、
私
力
が
転
化
す
る
方
向
を
指
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示
し
、
竟
に
公
権
と
い
う
社
会
力
に
合
化
し
て
法
律
を
生
ず
る
所
以
を
論
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
次
節

で
そ
の
沿
革
に
つ
い
て
の
論
述
を
聞
い
て
み
よ
う
。

第
五
節

同
『

復
讐
と
法
律』

第
一
、
二
論
文

復
讐
の
沿
革

復
讐
の
沿
革
を
説
く
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
が
個
体
保
存
の
私
力
と
し
て
完
全
に
行
わ
れ
た
時
よ
り
始
め
、
漸
次
社
会
力
に
転
化

し
て
、
竟
に
公
権
力
を
生
ず
る
に
至
る
ま
で
の
径
路
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
こ
の
過
程
を
三
期
に
分
か
っ
て
解

説
し
よ
う
と
す
る
。
第
一
期
復
讐
義
務
時
代
・
第
二
期
復
讐
制
限
時
代
・
第
三
期
復
讐
禁
止
時
代
を
設
定
し
、(

第
一
論
文
で
は
、

第
二
論
文
の
復
讐
義
務
時
代
を
復
讐
公
許
時
代
と
表
現
し
て
い
る
が
、
公
許
と
い
う
表
現
は
制
限
時
代
に
も
使
用
さ
れ
て
い
て
紛
ら

わ
し
い
の
で
、
復
讐
義
務
時
代
と
い
う
表
現
の
方
に
従
う
。
以
下
の
要
約
或
は
引
用
も
先
ず
は
、
よ
り
完
成
し
た
第
二
論
文
か
ら
行

う
。
た
だ
、
第
二
期
復
讐
制
限
時
代
の
後
続
部
分
と
こ
の
第
三
章
の
は
じ
め
に
予
定
は
さ
れ
て
い
た
が
、
書
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
第
三
期
復
讐
禁
止
時
代
と
は
第
一
論
文
か
ら
引
用
す
る
。)

第
一
期
は
法
律
発
現
以
前
の
時
代
に
当
た
り
、
第
二
期
は
法
律
発
生

の
初
期
に
当
た
り
、
第
三
期
は
法
律
完
成
の
時
代
に
当
た
る
、
と
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ
る
。

第
一
期
復
讐
義
務
時
代
と
い
う
の
は
、
上
記
の
復
讐
の
基
礎
・
本
質
の
考
察
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
復
讐
の
基
礎
は
生
物
競
存
の

自
然
法
則
に
あ
っ
て
、
個
体
の
存
在
を
全
う
す
る
必
要
条
件
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
自
然
法
則
は
義
務
の
観
念
を
生
む
の
で
あ
っ
て
、

復
讐
を
被
害
者
の
親
戚
・
同
族
人
の
重
大
な
義
務
と
す
る
時
代
を
い
い
、
人
類
の
社
会
生
活
が
法
治
に
達
す
る
前
の
時
代
で
あ
る
。

復
讐
は
法
律
の
前
駆
で
あ
る
。
復
讐
義
務
時
代
は
、
社
会
状
態
が
、
公
権
の
未
存
・
発
生
・
確
立
と
変
遷
す
る
に
伴
っ
て
漸
次
法
治

時
代
に
推
移
す
る
も
の
で
あ
る
。
復
讐
が
殺
人
律
と
並
び
行
わ
れ
る
よ
う
な
法
権
と
自
力
救
済
と
が
相
互
補
充
の
作
用
を
な
す
時
代

が
あ
っ
て
、
法
権
が
発
生
す
る
が
未
だ
確
立
に
至
る
前
の
段
階
で
あ
る
。
私
力
公
権
化
過
程
か
ら
み
れ
ば
、
過
渡
の
時
代
で
あ
る
。

神戸学院法学 第35巻第４号

230



(1011)

第
二
期
復
讐
制
限
時
代
と
い
う
の
は
、｢

社
会
の
統
治
者
は
或
い
は
復、
讐、
義、
務、
者、
の、
範、
囲、
を
局
限
し
、
或
い
は
復、
讐、
の、
方、
法、
を
限

定
し
、
或
い
は
復、
讐、
調、
停、
の、
機、
関、
を
設
置
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
、� い

や
し
く

も
復
讐
の
た
め
に
社
会
の
凝

ぎ
ょ
う

聚
し
ゅ
う

力
り
ょ
く
を
弛ゆ

る

べ
ず
、
そ
の
治

安
を
害
せ
ざ
る
程
度
に
お
い
て
の
み
こ
れ
を
公
許
し
、
そ
の
範
囲
を
超
え
、
そ
の
方
法
に
よ
ら
ざ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
私。
闘。
と
な
し

て
こ
れ
を
禁
じ
、
こ
れ
を
擅。
殺。
と
な
し
て
こ
れ
を
罰
す
る
に
至
る
。
こ。
れ。
私。
力。
制。
裁。
に。
公。
権。
の。
加。
わ。
る。
の。
端。
緒。
な。
り。｣ (

８)

と
い
う
よ
う

に
、
復
讐
に
種
々
の
制
限
を
加
え
て
、
漸
次
報
復
・
私
闘
の
弊
害
を
除
こ
う
と
す
る
に
至
っ
た
時
代
を
い
う
。

復
讐
を
義
務
と
す
る
の
は
原
始
的
社
会
状
態
の
遺
習
で
あ
っ
て
、
社
会
の
組
織
が
漸
く
整
備
し
、
社
会
力
を
以
て
個
人
を
統
制
す

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
、
自
衛
法
の
必
要
が
漸
次
減
少
し
、
同
時
に
私
闘
が
公
安
を
害
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
、
種
々

の
方
法
を
設
け
て
報
復
・
私
闘
の
弊
害
を
除
こ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
復
讐
の
必
要
が
な
く
な
っ
て
も
、
そ

れ
を
美
徳
と
す
る
観
念
は
深
く
永
く
人
心
に
浸
潤
し
、
そ
の
習
俗
は
遺
存
し
、
一
朝
に
し
て
廃
止
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
復

讐
の
制
限
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
二
論
文
の
こ
の
後
に
続
く
当
該
叙
述
は
、
詳
し
す
ぎ
て
、
ま
と
め
に
く
い
の
で
、

こ
ち
ら
は
参
考
に
止
め
、
簡
略
な
第
一
論
文
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
応
箇
所
か
ら
要
約
す
る
と
、
制
限
の
第
一
は
、
復
讐
義
務
者
の
範

囲
の
制
限
で
あ
り
、
第
二
は
、
復
讐
責
任
者
の
範
囲
の
制
限
で
あ
り
、
第
三
は
賠
償
を
以
て
復
讐
に
代
え
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

第
四
は
避
難
場
の
設
置
を
見
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
第
五
は
公
許
可
を
必
要
と
し
た
こ
と
で
あ
り
、
第
六
は
そ
の
他
の
制
限
で

あ
る
。

第
一
の
制
限
と
い
う
の
は
、
あ
る
種
族
の
一
人
が
殺
さ
れ
る
と
、
全
族
人
は
悉
く
こ
の
復
讐
を
為
す
べ
き
義
務
者
と
考
え
ら
れ
た

が
、
こ
の
観
念
は
次
第
に
変
化
し
て
、
義
務
者
の
範
囲
を
縮
小
し
、
一
家
親
族
に
限
り
、
更
に
進
ん
で
は
最
近
親
者
で
あ
る
子
孫
兄

弟
だ
け
を
義
務
者
と
為
す
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
縮
小
は
、
社
会
力
の
発
展
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
社
会
の
進

歩
に
従
っ
て
国
家
の
権
力
が
加
わ
っ
て
、
公
権
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
自
力
制
裁
を
行
う
に
至
り
、
義
務
者
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の
範
囲
が
狭
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
制
限
と
い
う
の
は
、
復
讐
と
そ
の
防
衛
と
は
共
に
、
族
を
挙
げ
て
全
員
が
戦
っ
た

(

対
族
復
讐
な
る
語
、
第
二
論
文
に
あ

り

筆
者
注)

時
代
か
ら
、
社
会
が
進
歩
す
る
に
従
っ
て
、
次
第
に
そ
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
、
復
讐
の
対
象
と
な
る
の
は
加
害
者

一
人
だ
け
で
、
そ
の
父
子
親
族
に
は
及
ば
な
い
、
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る

(

第
二
論
文
で
は

｢

復
讐
義
務
者
の
順
位｣

と
い
う
項
目

の
所
で
一
層
詳
し
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
る

筆
者
注)

。

第
三
の
制
限
と
い
う
の
は
、
財
物
を
以
て
賠
償
す
る
風
習
が
生
じ
、
始
め
は
財
産
上
の
損
害
に
限
っ
て
賠
償
を
許
し
た
が
、
次
に

盗
、
つ
い
で
傷
害
の
罪
に
も
そ
れ
が
及
び
、
つ
い
に
殺
害
に
対
し
て
も
な
お
賠
償
を
選
択
す
る
こ
と
を
許
す
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
の
制
限
と
い
う
の
は
、
復
讐
を
避
難
す
る
場
所

(
A

sy
lu

m
)

を
設
置

(

遁
入
避
難
な
る
語
第
二
論
文
に
あ
り

筆
者
注)

し
た
り
、
移
郷
の
制

(

逃
出
避
難
な
る
語
第
二
論
文
に
あ
り

筆
者
注)

を
設
け
た
り
し
て
、
復
讐
血
報
の
乱
端
を
塞
ぎ
、
治
安

の
維
持
を
図
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私
力
制
裁
を
収
め
て
公
権
力
に
移
す
一
方
法
で
あ
る

(

第
二
論
文
で
は
、
復
讐
避
難
の
詳

述
あ
り

筆
者
注)

。

第
五
の
制
限
と
い
う
の
は
、
復
讐
を
行
う
の
に
、
届
出
が
必
要
と
な
る
、
或
い
は
許
可
申
請
を
提
出
し
て
公
許
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
公
権
力
の
発
展
の
段
階
と
い
う
点
で
は
、
先
ず
発
展
の
端
緒
と
し
て
、
届
出
が
必
要
と
な
り
、
さ
ら

に
発
展
す
る
と
、
公
許
が
必
要
と
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

第
六
の
制
限
と
い
う
の
は
、
復
讐
を
行
う
の
に
、
時
の
制
限

(
法
の
制
裁
に
先
立
つ
自
力
制
裁
の
禁
止)

、
人
の
制
限

(

対
象
範

囲
を
尊
長
の
最
近
親
の
み
に
限
る)

及
び
場
所
の
制
限

(

例
え
ば
、
禁
裏
、
江
戸
城
、
神
社
仏
閣
等
で
の
禁
止)

な
ど
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
。

以
上
、
種
々
の
制
限
に
つ
い
て
、
詳
述
の
後
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
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｢

斯か
く

の
如
く
、
国
家
組
織
の
整
備
す
る
に
従
い
、
自
力
救
済
に
公
権
力
が
次
第
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
復
讐
は
漸ぜ

ん

次じ

制
限
せ

ら
れ
、
次
い
で
制
限
時
代
よ
り
更
に
禁
止
時
代
に
進
む
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
総す

べ
て
社
会
の
現
象
は
決
し
て
突
然
に
そ

の
面
目
を
改
め
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
進
化
は
必
ず
漸
を
追
う
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
復
讐
の
歴
史
に
お
い
て
も
ま
た
こ
の

過
渡
期
が
存
在
し
た
の
で
、
制
限
時
代
よ
り
禁
止
時
代
に
移
る
間
に
は
、
半
ば
公
権
が
加
わ
り
半
ば
自
力
救
済
を
許
し
た
る
、
公
権

力
と
私
権
力
と
混
同
し
て
復
讐
を
な
し
た
時
代
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。(

中
略)

私
力
制
裁
を
収
め
て
、
こ
れ
を
公
権
力
の
制
裁
に

移
さ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
勿
論
至
難
の
事
で
あ
る
か
ら
、
な
る
べ
く
国、
家、
が、
、
被、
害、
者、
に、
代、
わ、
る、
の、
事、
実、
を、
民、
衆、
に、
明、
ら、
か、
に、
知、
ら、

し、
め、
、
人
民
を
し
て
公、
権、
力、
に、
依、
頼、
す、
る、
の、
念、
を、
起、
さ、
し、
む、
る、
は、
、
そ
の
一
方
法
た
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
自
然
な
る
径
路
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(

９)｣

さ
ら
に
、
依
頼
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
方
法
の
三
類
型
を
次
の
よ
う
に
変
遷
順
に
い
う
。

｢

第
一
次
に
現
わ
れ
た
も
の
は
、
国、
家、
が、
殺、
人、
者、
を、
逮、
捕、
し、
、
こ、
れ、
を、
被、
害、
者、
の、
親、
族、
に、
引、
き、
渡、
し、
、
思、
う、
存、
分、
に、
制、
裁、
を、
加、
え、

て、
そ、
の、
噴、
怨、
を、
は、
ら、
さ、
し、
む、
る、
の
法
で
あ
る
。(
中
略)

第
二
次
に
現
わ
れ
た
も
の
は
、
裁、
判、
所、
は、
謀、
殺、
の、
宣、
告、
の、
み、
を、
行、
い、
、
刑
の
執
行
は
何な

ん

人ぴ
と

が
こ
れ
を
行
う
も
随
意
と
な
し
、
通
常

被
害
者
の
遺
族
を
し
て
制
裁
を
実
行
せ
し
む
る
の
法
で
あ
る
。(

中
略)

第
三
次
は
、
国、
家、
が、
殺、
人、
者、
を、
捕、
え、
、
被、
害、
者、
の、
親、
族、
を、
以、
て、
そ、
の、
行、
刑、
者、
と、
な、
す、
の
で
あ
る
。(

中
略)

第
四
次
は
、
復
讐
が
一、
の、
儀、
式、
と、
し、
て、
行、
わ、
れ、
た、
こ
と
で
あ
る
。(
中
略)

(

以
下

罪
人
行
刑
の
節
に
太
刀
取
を
許
し
た
明
治

維
新
当
時
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

筆
者
注)

(

後
略)

(

�)

以
上
過
渡
期
の
具
体
的
な
様
相
を
述
べ
た
後
、
禁
止
の
時
代
に
叙
述
は
移
行
す
る
。

第
三
期
復
讐
禁
止
時
代
と
い
う
の
は
、
復
讐
を
擅
殺
と
な
し
て
、
罰
す
る
時
代
で
あ
る
。
た
だ
、
原
始
時
代
の
長
い
期
間
に
亘
っ
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た
復
讐
を
禁
止
す
る
に
は
、
法
権
確
立
の
初
期
に
は
、
依
然
と
し
て
大
き
な
抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
中
国
及
び
日
本
の
例
を
引
き

力
説
し
て
い
る
。
つ
い
に
我
が
国
が
こ
の
時
代
に
入
っ
た
時
点
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。
法
権
統
一
は
復
讐
禁
絶
の
必
須
前

提
条
件
で
あ
っ
て
、
こ
の
旨
の
制
度
局
の
意
見
書
に
お
そ
ら
く
基
づ
い
て
、
初
代
司
法
卿
に
就
任
す
る
や
、
真
っ
先
に
法
権
の
統
一

に
着
手
し
た
江
藤
新
平
は
、｢

そ
の
懐
抱
せ
る
法
権
統
一
の
経
綸

け
い
り
ん

を
実
現
す
る
や
、
百
尺
竿か

ん

頭と
う

一
歩
を
進
め
て
断
然
復
讐
な
る
私
刑

を
禁
止
す
る
の
令
を
発
し
た

(

�)｣

の
で
あ
る
。
具
体
的
経
過
と
し
て
は
、
復
讐
禁
止
令

(

明
治
六
年
二
月
七
日
太
政
官
布
告
第
三
十
七

号)

を
発
し
、
同
日
布
告
第
三
十
九
号
を
以
て
、『

新
律
綱
領』

父
祖
被
殴
条
を
改
め
て
い
る
。『

改
定
律
例』

に
な
っ
て
漸
く
、
復

讐
は

｢

謀
殺
ヲ
以
テ
論
ス｣

(『

改
定
律
例』

第
二
百
三
十
二
条)

と
規
定
さ
れ
て
、
こ
こ
に
漸
く
復
讐
禁
止
が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
あ
た
り
の
紆
余
曲
折
ぶ
り
を
み
る
と
、｢

数
百
年
来
復
讐
を
臣
子
の
大
義
と
し
て
尊
重
し
た
る
思
想
は
、
な
お
立
法
者
の

脳
裏
に
遺
存
し
て
、
知
ら
ず
識
ら
ず
こ
れ
に
制
裁
を
加
う
る
に
吝
な
る
傾

か
た
む
き
を
現
し
、(

後
略)

(

�)｣

と
い
う
の
も
、
首
肯
し
得
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
最
後
に
、
結
論
を
次
節
の
よ
う
に
述
べ
る
。

第
六
節

同

『

復
讐
と
法
律』

第
一
論
文

結
論

｢

右
に
述
べ
た
る
復
讐
の
沿
革
は
私
力
公
権
化
の
最
好
適
例
で
あ
っ
て
、
人
民
が
既
に
高
級
文
化
の
域
に
達
し
た
る
後
と
い
え
ど

も
、
法
制
未
だ
整
わ
ず
ま
た
は
法
権
分
立
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
生
物
自
保
の
稟ひ

ん

性せ
い

に
基
因
し
た
る
加
害
反
撥
作
用
が
延
長
し
て

同
種
族
ま
た
は
同
団
族
に
対
す
る
加
害
を
防
禦
報
復
す
る
如
き
団
体
的
自
衛
作
用
の
存
在
す
る
の
は
、
人
類
存
続
の
必
要
条
件
の
遺

存
す
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
を
禁
圧
せ
ん
と
す
る
の
は
、
自
然
の
理
に
背
反
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
故
に
、
法
治
未
だ
完

ま
っ
た
か
ら
ざ
る
の
時
代
に
お
い
て
は
、
復
讐
を
美
俗
な
り
と
し
、
こ
れ
を
以
て
臣
子
の
義
務
な
り
と
す
る
の

観
念
が
深
く
人
心
に
浸
潤
し
て
、
容
易
に
抜
く
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
の
は
、
固も

と

よ
り
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

神戸学院法学 第35巻第４号

234



(1015)

而し
か

し
て
、
国
家
の
組
織
が
漸

よ
う
や
く
整
備
し
、
国
権
漸
く
確
立
す
る
に
随
っ
て
、
次
第
に
団
体
の
強
力
を
以
て
個
人
間
の
闘
争
、
殺
傷

を
禁
止
し
、
こ
れ
に
違
う
者
に
制
裁
を
加
え
て
、
そ
の
団
体
内
の
治
安
を
維
持
す
る
こ
と
を
得
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然

仇
人
を
強
制
す
る
に
足
る
べ
き
公
権
力
は
、
豫
め
必
成
を
期
し
難
き
私
力
制
裁
に
代
わ
り
、
忠
臣
孝
子
の
義
憤
も
こ
れ
に
よ
っ
て
慰

め
ら
る
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
斯か

く

の
如
く
し
て
、
個
体
力
の
自
衛
作
用
は
団
体
力
の
自
衛
作
用
に
吸
収
せ
ら
れ
、
人
を
殺
す
を
以

て
個
人
に
対
す
る
犯
行
な
り
と
す
る
観
念
は
、
転
じ
て
社
会
も
し
く
は
国
家
に
対
す
る
犯
行
な
り
と
看み

做な

さ
る
る
に
至
り
、
私
力
は

転
化
し
て
公
権
力
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
申
し
陳の

べ
た
る
所
は
左
の
諸
点
を
論
証
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
。

一
、
法
の
実
質
は
社
会
力
な
る
事
。
法
は
社
会
力
の
顕
現
な
る
行
為
の
規
範
で
あ
っ
て
、
公
権
力
に
よ
っ
て
制
裁
せ
ら
る
る

も
の
で
あ
る
。
命
令
な
り
と
は
形
式
に
付
て
言
う
の
み
。

二
、
社
会
力
は
個
体
力
の
有
機
的
集
中
転
化
に
因
り
て
生
ず
る
事
。

三
、
社
会
力
の
集
中
転
化
作
用
中
、
私
力
公
権
化
し
て
法
を
生
ず
る
事
。

四
、
復
讐
禁
止
法
は
こ
の
私
力
公
権
化
作
用
中
顕
著
な
る
一
事
例
な
る
事
。

(

中
略)

[

大
正
五
年
十
一
月
十
八
日
、
東
京
弁
護
士
会
館
に
お
い
て
講
演]

(

�)｣

第
七
節

同『

復
讐
と
法
律』

第
三
論
文

｢

差
押
は
民
事
法
の
起
原
な
り｣

及
び
本
稿

(

一)

の
終
わ
り
に

ま
た
、
所
謂
民
事
で
あ
る
差
押
に
つ
い
て
も
、
刑
事
で
あ
る
復
讐
と
同
じ
よ
う
な
趣
旨
の
論
述
を
、
第
三
論
文

｢

差
押
は
民
事
法

の
起
原
で
あ
る｣

に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
、
つ
ま
り
博
士
は
、
第
一
・
二
と
第
三
の
各
論
文
あ
わ
せ
て
、
法
の
生
成
と
い
う
も
の

を
、
民
・
刑
事
両
方
の
例
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
、
何
と
も
周
到
と
い
う
他
な
い
の
で
、
煩
を
厭
わ
ず
次
に
引
用
し
て
お
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き
た
い
の
で
あ
る
。

｢
法、
の、
起、
源、
は、
自、
力、
制、
裁、
の、
公、
力、
制、
裁、
に、
転、
化、
す、
る、
に、
あ、
り、
、
転、
化、
は、
個、
体、
力、
の、
聯、
合、
集、
中、
に、
よ、
る、
も
の
な
る
こ
と
は
、
独
り
刑

事
法
に
つ
い
て
こ
れ
を
解
説
し
得
べ
き
の
み
な
ら
ず
、
民
事
法
に
つ
い
て
も
ま
た
平
行
的
論
証
を
な
す
こ
と
を
得
べ
き
な
り
。
原
始

的
法
現
象
に
お
い
て
は
、
民
刑
両
法
な
お
未
だ
分
化
せ
ざ
る
を
以
て
、
民
事
制
裁
の
原
状
と
刑
事
制
裁
の
原
状
と
は
、
独
り
そ
の
性

質
を
同
じ
ゅ
う
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
作
用
に
お
い
て
も
ま
た
殆

ほ
と
ん
ど
異
な
る
所
な
き
な
り
。
民
事
制
裁
の
起
源
は
、
刑
法
の
復
讐

に
お
け
る
如
く
、
被、
害、
者、
の、
自、
力、
報、
復、
に
あ
り
。
民
事
に
お
け
る
被
害
者
の
自
力
報
復
に
し
て
刑
事
の
復
讐
に
相
当
す
る
も
の
は
差、

押、
な
り
。
原
始
的
社
会
に
お
い
て
、
他
人
よ
り
損
害
を
受
け
、
ま
た
他
人
が
己

お
の
れ

に
対
し
て
義
務
を
怠
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、
受
害
者

は
報
復
的
に
そ
の
為い

害が
い

者し
ゃ

も
し
く
は
怠
務
者
を
殺、
傷、
し
、
ま
た
は
そ
の
妻
子
も
し
く
は
財
物
を
強、
奪、
し
て
憤
怒
を
洩も

ら

し
、
ま
た
は
こ

れ
を
以
て
損
害
の
填て

ん

補ぽ

に
充あ

つ
る
こ
と
あ
り
。
こ
れ
私、
力、
制、
裁、
の、
始、
期、
に
し
て
、
自、
力、
報、
復、
の、
時、
代、
な
り
。
共
同
生
活
の
観
念
や
や

発
展
す
る
と
き
は
、
受
害
者
は
直
ち
に
為
害
者
を
反
害
し
ま
た
は
そ
の
妻
子
財
物
を
強

き
ょ
う

拿だ

押
領
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
こ
れ
を
差、

押、
え、
て、
原、
義、
務、
履、
行、
の、
質、
と、
な、
し、
、
も
し
為
害
者
が
原
義
務
を
履
行
す
る
と
き
は
こ
れ
を
還
付
し
、
も
し
こ
れ
を
履
行
せ
ざ
る
と
き

は
始
め
て
こ
れ
を
押
領
す
る
に
至
る
。
こ
れ
私、
力、
制、
裁、
の、
第、
二、
紀、
に
し
て
、
強、
制、
担、
保、
の、
時、
代、
な
り
。
社
会
の
秩
序
や
や
定
ま
る
に

及
ん
で
は
、
妻
子
を
人
質
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
或
は
差、
押、
の、
目、
的、
物、
を、
定、
め、
て
家
畜
そ
の
他
特
種
の
財
産
に
限
る
も
の
と
し
、
或

は
差、
押、
の、
方、
法、
を、
定、
め、
て
、
予
告
ま
た
は
立
会
を
要
す
る
も
の
と
す
る
に
至
る
は
、
私、
力、
制、
裁、
の、
第、
三、
紀、
に
し
て
公、
力、
干、
渉、
の、
時、
代、

な
り
。
社
会
の
秩
序
い
よ
い
よ
整
い
、
尊
卑
の
分
・
長
幼
の
序
明
ら
か
な
る
に
及
ん
で
は
、
も
し
為い

害が
い

者し
ゃ

が
そ
の
差
押
を
不
当
と
し

て
こ
れ
を
争
わ
ん
と
し
、
ま
た
は
そ
の
差
押
品
を�

ほ
う

棄き

す
る
を
欲
せ
ず
し
て
そ
の
還
付
を
請
求
す
る
こ
と
あ
る
と
き
は
、
長
老
・
首

長
ら
に
そ
の
仲、
裁、
を
請
い
、
ま
た
は
強

き
ょ
う

拿だ

の
不
正
を
訴、
え、
て、
こ、
れ、
を、
取、
戻、
さ、
ん、
と、
す、
る、
に、
至、
る、
。
こ
れ
私、
力、
制、
裁、
の、
終、
紀、
に
し
て

私、
力、
公、
権、
化、
の、
時、
代、
な
り
。
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第
一
紀
に
お
け
る
報
復
的
反
害
ま
た
は
強
奪
は
純
然
た
る
自
力
制
裁
に
し
て
、
刑
事
法
に
お
け
る
復
讐
紀
に
相
当
す
る
も
の
な
る

を
以
て
、
そ
の
制
裁
は
単、
独、
個、
体、
力、
の、
作、
用、
に
属
す
。
第
二
紀
に
お
け
る
担
保
押
収
・
賠
償
強
要
は
、
刑
事
法
に
お
け
る
賠
償
紀
に

相
当
す
る
も
の
に
し
て
、
受
害
者
の
単
独
行
為
に
属
す
る
も
の
な
り
と
い
え
ど
も
、
他
方
に
お
い
て
為
害
者
の
義
務
履
行
を
待
つ
も

の
な
る
を
以
て
、
質
物
差
押
は
単
独
孤
立
の
行
為
に
非
ず
し
て
、
他、
人、
の、
対、
立、
行、
為、
を、
目、
的、
と、
す、
る、
も、
の、
な、
り、
。
故
に
本
紀
に
お
い

て
は
、
一、
の、
個、
体、
力、
と、
他、
の、
個、
体、
力、
と、
の、
聯、
合、
を、
生、
ず、
る、
に、
至、
る、
も、
の、
な、
り、
。
第
三
紀
に
お
け
る
強
拿
押
収
の
制
限
は
、
刑
事
法
に

お
け
る
復
讐
制
限
に
相
当
す
る
も
の
に
し
て
、
二
個
の
個
体
力
聯
合
の
上
に
社
会
力
の
一
部
を
代
表
す
る
首
長
・
僧
侶
・
予
言
者
の

命
令
ま
た
は
社
会
力
の
成
形
な
る
慣
習
が
加
わ
り
、
個、
体、
力、
の、
社、
会、
力、
化、
す
る
の
端
緒
を
啓ひ

ら

く
も
の
な
り
。
第
四
紀
に
お
け
る
公
裁

要
求
は
、
刑
事
法
に
お
け
る
刑
罰
紀
に
相
当
し
、
首
長
・
僧
侶
ら
が
既
に
久
し
く
公
衆
の
尊
敬
を
受
け
て
服
従
の
中
心
と
な
り
、
社

会
力
の
機
関
た
る
に
至
り
た
る
と
き
は
、
当
事
者
は
こ
れ
に
訴
え
て
そ
の
仲
裁
ま
た
は
裁
断
を
請
い
、
私
力
よ
り
公
力
に
控
訴
す
る

も
の
な
る
を
以
て
、
私、
力、
は、
竟、
に、
公、
権、
力、
化、
す、
る、
に、
至、
る、
も、
の、
な、
り、
。
故
に
差
押
の
目
的
は
、
第、
一、
紀、
に
お
い
て
一、
面、
を
有
し
、
第、

二、
紀マ

マ

に
お
い
て
二、
面、
を
有
し
、
第、
三、
紀、
、
第、
四、
紀、
に
お
い
て
三、
面、
を
有
す
る
も
の
に
し
て
、
第
一
紀
は
個、
体、
力、
単、
位、
の、
時、
代、
な
り
、

第
二
紀
は
個、
体、
力、
聯、
合、
の、
時、
代、
な
り
、
第
三
紀
は
個
体
力
の
聯
合
集
中
に
よ
る
社、
会、
力、
化、
の、
時、
代、
な
り
、
第
四
紀
は
社
会
力
の
機
関

整
備
に
よ
る
公、
権、
力、
化、
の、
時、
代、
な
り
。

(

�)｣

以
上
、
法
の
起
源
に
つ
い
て
の
論
述
を
必
要
と
思
わ
れ
る
範
囲
と
は
い
え
、
長
々
と
引
用
を
行
っ
た
り
、
要
旨
を
ま
と
め
た
り
し

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
未
定
稿
な
が
ら
、
こ
れ
は
内
外
の
ま
こ
と
に
豊
富
な
法
制
史
的
資
料
を
駆
使
し
て
私
力
、
い
い
か
え
れ
ば
、

私
権
た
る
自
力
救
済
か
ら
公
権
た
る
公
力
制
裁
即
ち
刑
罰
権
に
基
づ
く
制
裁
に
転
化
す
る
と
こ
ろ
に
法
の
起
源
が
あ
る
、
と
力
説
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
律
の
生
成
に
至
る
過
程
を
、
復
讐
と
差
押
の
沿
革
を
好
例
と
し
て
、
民
・
刑
事
両
面
か
ら
論
証
し
尽
く

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
博
士
の
畢
生
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た

｢

法
律
進
化
論｣
の
中
核
と
も
云
う
べ
き
考
え
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
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て
い
る
と
云
っ
て
も
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
博
士
の
考
え
を
基
礎
的
な
手
が
か
り
と
し
て
、
考
究
を
続
け
る
な
ら
ば
、

本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
戦
国
期
の

｢

公
儀｣

と
い
わ
れ
る
も
の
の
基
本
的
な
属
性
で
あ
る
公
権
の
生
成
過
程
を
法
制
史
的
に
把
握
で

き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
な
れ
ば
、｢

公
儀｣

と
い
う
も
の
の
、
い
わ
ば
法
的
性
質
を
よ
り
一
層
原
理
的
に
的

確
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
戦
国
期
の

｢

公
儀｣

の
核
心
に
一
層
迫
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ

て
、
戦
国
大
名
の

｢
国
法｣

の
起
源
等
に
つ
い
て
も
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
通
し

の
も
と
に
、
考
究
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
何
等
か
の
結
論
が
ま
と
ま
り
次
第
、
本
誌
後
号
に
於
て
述
べ
る
所
存
で
あ
る
。

(

１)

牧
英
正
・
藤
原
明
久
編

『

青
林
法
学
双
書

日
本
法
制
史』

青
林
書
院
’93
年

上
記
の
第
四
章

｢

分
国
法｣

執
筆
時
以
来
、
戦
国
期

｢

公
儀｣

の
検
討
は
、
筆
者
の
懸
案
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

(

２)

辻
本
弘
明

『

中
世
武
家
法
の
史
的
構
造

法
と
正
義
の
発
展
史
論

』

岩
田
書
院
’99

上
記
の
、
と
り
わ
け
第
七
章

｢

戦
国
法

の
形
成
過
程

近
江
国
六
角
氏
式
目
を
中
心
に

｣

か
ら
は
、
本
稿
作
成
上
、
教
え
を
受
け
る
こ
と
多
大
で
あ
っ
た
。

(

３)

中
世
側
の
各
氏
の
業
績
を
、
著
書
・
論
文
集
、
初
出
重
視
、
ほ
ぼ
発
表
順
、
一
点
限
定
例
示
を
原
則
と
し
て
挙
げ
る
な
ら
、
お
お
よ

そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

○

石
母
田
正

｢

解
説｣

(『

日
本
思
想
大
系
21
中
世
政
治
社
会
思
想

上』

岩
波
書
店
’72
年

所
収)

○

永
原
慶
二

｢

戦
国
大
名
に
お
け
る

『

公
儀』
観
念
の
形
成｣

(『

日
本
思
想
大
系
16
中
世
禅
家
の
思
想』

月
報
27
岩
波
書
店
’72

年

所
収)

○

藤
木
久
志

｢

大
名
領
国
制
論｣

(

峰
岸
純
夫
編

『

大
系
日
本
国
家
史
２
中
世』

東
京
大
学
出
版
会
’75
年

所
収)

○

勝
俣
鎮
夫

｢

戦
国
法｣

(

岩
波
講
座

『

日
本
歴
史
８

中
世
４』

岩
波
書
店
’76
年

所
収)

○

久
保
健
一
郎

『

戦
国
大
名
と
公
儀』

校
倉
書
房
’01
年

｢

公
儀｣

の
研
究
史
に
つ
い
て
、
右

(

久
保
書)

の
序
章
か
ら
多
く
の
教
示
を
受
け
た
。
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(

４)

近
世
側
の
各
氏
の
業
績
を
、
右
の(

３)

と
同
様
に
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

○

朝
尾
直
弘

｢『

将
軍
権
力』

の
創
出｣

(

1･2)

〜(

４)
(『

歴
史
評
論』

二
四
一
・
二
六
六
・
二
九
三

’70
・
’72
・
’74
年
、
の
ち

同

『

将
軍
権
力
の
創
出』

岩
波
書
店
’94
年

所
収)

○

深
谷
克
己

｢

公
儀
と
身
分
制｣

(

佐
々
木
潤
之
介
編

『

大
系
日
本
国
家
史
３
近
世』

東
京
大
学
出
版
会
’75
年

所
収)

○

佐
々
木
潤
之
介

｢

幕
藩
制
の
成
立

公
儀
論
を
中
心
に

｣
(

永
原
慶
二
他
編

『

戦
国
時
代』

吉
川
弘
文
館
’78
年
所
収)

○

高
木
昭
作

｢『

公
儀』

権
力
の
確
立｣

深
谷
克
己
・
加
藤
栄
一
編

『

幕
藩
制
国
家
の
成
立

講
座
日
本
近
世
史
１』

有
斐
閣

’81
年

所
収)

○

藤
井
譲
治

｢
一
七
世
紀
の
日
本

武
家
の
国
家
の
形
成｣

(

岩
波
講
座

『

日
本
通
史
12

近
世
２』

岩
波
書
店
’94
年

所

収)

(

５)

穂
積
陳
重

『

復
讐
と
法
律』
岩
波
文
庫

(

三
三－

一
四
七－

三)

岩
波
書
店
’82
年
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